
国立大学法人滋賀大学と国立教育政策研究所との間における 

教育データサイエンスの推進に係る連携協力に関する協定書 

 

 

 国立大学法人滋賀大学（以下「甲」という。）と国立教育政策研究所（以下「乙」

という。）は、教育分野におけるデータサイエンス（以下「教育データサイエン

ス」という。）の推進のため、次のとおり連携協力に関する協定（以下「本協定」

という。）を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が、データ駆動型の教育の実現に向け、教育データ

サイエンスの推進に資する連携協力を行うことを目的とする。 

 

 （連携協力事項） 

第２条 甲及び乙は、次に掲げる事項について連携協力を図るものとする。 

 一 共同研究等による研究協力の推進 

 二 研究者等の交流、情報交換 

 三 教育データサイエンスの普及、人材育成 

 四 その他本協定の目的を達成するために必要な事項 

 

 （個別契約等） 

第３条 甲及び乙は、本協定に基づく連携協力の実施に必要な事項について、別

途の契約等を締結することができる。 

 

 （有効期間） 

第４条 本協定の有効期間は、締結日から２０２５年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の１か月前までに甲又は乙から書面による別段の意思表示がないと

きは、本協定は自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 

 

 （その他） 

第５条 本協定に関して疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項につ

いて、これを定める必要が生じた場合は、甲及び乙が協議のうえ決定するもの

とする。 

  



 

 

 

 

 本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙において記名捺

印のうえ、それぞれ１通を保有する。 

 

 ２０２２年１０月２５日 
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